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１１日（火）
・9月分源泉所得税、

住民税特別徴収税額の納付

３１日（月）
・8月決算法人の申告と納税
・2月決算法人中間申告と納税
・2月5月11月決算法人の
消費税の3ヶ月ごとの

中間申告
・9月分社会保険料の納付

「ふるさと納税はお得って本当？」「一体どういう仕組みなの？」そんな疑問を持っている方もいるのでは
ないでしょうか。12月も近づいてきましたので今年度分について一度検討してみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税は好きな自治体に「寄付」すると、お礼として、
地域の特産品や名産品が「返礼品」として自治体から送られてきます。
もらえるものは金額や地域に合わせてさまざまです。
ただし、返礼品は義務というわけではないので、
災地支援などの寄付の場合はお礼がない自治体もあります。

ふるさと納税がお得だと言われるのは、
寄付したお金が税金から控除されるというところにもあります。
例えば6万円を寄附して「ワンストップ特例制度」を活用した方は

翌年6月から1年間かけて住民税から自己負担額2,000円を除く
58,000円が本来納める税金から引かれることになります。

一方でお得な体験をするためには、いくつか注意しなければならない点もあります。

①自分が住む自治体に寄付をしても、
お礼の品はもらえない

ふるさと納税を自分の住む自治体に行う場合
は「返礼品を希望しない」形で寄付を行うこ
とになります。

②控除額には限度がある
控除上限額は、納めている税金の金額によっ
て異なり、寄附を行う方の家族構成や年収
（所得）や、受けている税金控除の金額に
よって決まります。
手軽にできる控除の限度額を計算してくれる
「計算シミュレーションツール」を使うのが

おすすめです。

③税金控除のための申請が必要
右の表で確定申告が必要か
ご確認ください。

早いもので今年も
衣替えの季節となりましたが
日中はまだまだ暑い日が
続いております。

季節の変わり目に体調崩さないよう
お気を付けください。

「ワンストップ特例制度の申請書」

★10月分から雇用保険料の料率が
変わりますのでご注意ください★
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大阪城天守閣復興90周年を記念して
10月15日から10月23日にかけて大阪城夢祭が開催。

さまざまなプログラムが開催されますが
その中でも太陽の広場には

安土桃山時代の街並みを再現した大阪楽市楽座が出現します。
NON STYLE石田明さんがプロデュースする観劇や
大広場で突然パフォーマンスの披露があったり

大阪のうまいもんを厳選したフードエリアなどタイムスリップした
空間で様々な大阪の歴史を体験することができます。

また、関ジャニ∞村上信五さんが参加する大名行列パレードや
大阪城歴史トークショーに興味がありましたら
募集期間が10月6日までとなっておりますので

お早めに確認してみてください。

令和5年以降の入居に関する
住宅ローン控除の手続きの変更

令和４年度税制改正により、令和6年以後に行うか確定申告と年
末調整における住宅ローン控除に関する手続きの改正が行われま
した。対象となるのは令和5年以降の入居からの適用となります。
本年の年末調整には直接影響はありませんが、改正点について見
ていきたいと思います。

改正のポイント
① 残高証明書の提出不要

今まで年末調整や確定申告で住宅ローン控除の適用を受けるた
めには金融機関から発行される借入金の残高証明書の提出が必
要でしたが令和6年以降に行う確定申告や年末調整については
残高証明書が金融機関から直接税務署に送付されるため、納税
者側では提出が不要となります。

② 住宅ローン控除証明書の交付形式の変更
住宅ローン控除証明書とは、年末調整で住宅ローン控除の適用
を受けようとする場合に会社に提出するものだが、現行の制度
では、控除年分が2年目に一括で交付されていたが改正後では、
借入金の年末残高が記載された控除証明書が毎年交付されるこ
とになります。紛失などのリスクも下がりそうですね。

上記のような改正が行われますが、適用初年度については年末調
整での適用はできず確定申告が必要となる点は、変更ありません。

インボイス対応の補助金制度について～その②～
前回に引き続きインボイス対応のための変更にかかる費用などの補助金制度をご紹介さ
せていただきます。
（2）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
IT導入補助金には、いくつか類型がありますが、インボイスの対応としては、「デジタル化基盤導入類型」となり
補助額などは下記表のとおりです。


